
 

富 士 見 市 要 援 護 者 見 守 り 事 業 実 施 要 綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、要援護者の安心した生活を支援するため、地域全体で見守って

いく体制を整備し、要援護者の異変を早期に発見して必要な支援を迅速に行うこと

を目的とする富士見市要援護者見守り事業（以下「事業」という。）の実施に関し

必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

(1) 要援護者 市内に居住する一人暮らしの高齢者、障害者その他の日常生活にお

いて何らかの支援を必要とする者及び支援が必要となるおそれのある者をいう。 

(2) 協定事業者 市と要援護者の見守りに関する協定を締結した事業者をいう。 

（事業の実施主体） 

第３条 事業の実施主体は、市とする。 

（事業者の要件） 

第４条 協定事業者として登録することができる事業者は、次に掲げる要件を全て満

たすものとする。 

(1) この事業の趣旨に賛同し、かつ、協力的であること。 

(2) 日常において、市内の全域にわたって市民に対して営業活動を行っているこ

と。 

(3) 営業活動を通じて要援護者に関する情報を有していること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業者は、協定事業者として登録すること

ができない。 

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる

目的としている者又はその者と密接な関係を有すると認められる者 

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とし

ている者又はその者と密接な関係を有すると認められる者 

(3) 政党を推薦し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的としている者



又はその者と密接な関係を有すると認められる者 

(4) 富士見市暴力団排除条例（平成２５年条例第３６号）第２条第１号に該当す

る者又はその者と密接な関係を有すると認められる者 

(5) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのある者 

(6) その他市長が適切でないと認める者 

（事業内容） 

第５条 事業の内容は、次のとおりとする。 

(1) 協定事業者による要援護者の安否確認 

(2) 協定事業者が要援護者から支援の申出を受けた場合の市への連絡 

(3) 協定事業者が要援護者の生命に関わる事案又は緊急を要する事案を発見した場

合の市並びに市を管轄する警察署及び消防署への通報 

(4) 協定事業者が要援護者の安否状況等が不明で、かつ、対処を要すると判断した

場合の市への通報 

(5) 前３号の要援護者の状況確認並びに当該要援護者に対する支援及び対処 

(6) 要援護者を支援するために必要な連絡体制の整備及び支援機関との連携 

２ 前項の場合において、協定事業者が市等に連絡又は通報をするときは、あらかじ

め要援護者から同意を得て行うものとする。ただし、法令に基づく場合、生命等の

保護のために緊急を要する場合又は安否状況が不明である場合は、この限りでない。 

３ 市は、事案ごとに、発生状況、対処等の記録簿を作成し、これを保管するものと

する。 

（協定事業者の登録等） 

第６条 この事業に協力しようとする事業者は、富士見市要援護者見守り事業協定事

業者登録申込書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申込書の提出を受けた場合は、書類、適性等を審査し

た上で、その承認の可否を決定し、富士見市要援護者見守り事業協定事業者登録承

認・不承認決定通知書（様式第２号）により当該事業者に通知しなければならない。 

（協定の締結） 

第７条 前条第２項の規定により承認の決定を受けた事業者及び市長は、この事業の

実施に当たり、要援護者の見守りに関する協定を締結するものとする。 

２ 協定の期間は、原則として協定を締結した日から当該年度の末日までとする。た



だし、この期間が満了する３０日前までに双方から協定の解除の申出がないときは、

更に１年間協定の期間を更新するものとし、その後も同様とする。 

（個人情報の保護） 

第８条 協定事業者が事業の実施に当たって個人情報を取り扱う場合においては、富

士見市個人情報保護条例（平成１５年条例第３号）の例により適切に取り扱わなけ

ればならない。前条第１項の協定を解除した後も同様とする。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際現に締結している要援護者の見守りに関する協定は、第７条

第１項の規定により締結している協定とみなす。 

 

  



様式第１号（第６条関係） 

 

富士見市要援護者見守り事業協定事業者登録申込書 

 

年  月  日 

 

（宛先）富士見市長 

 

申込者 

所 在 地 

事 業 者 名 

代表者氏名               ○印  

 

富士見市要援護者見守り事業の協定事業者として登録したいので、富士見市要援

護者見守り事業実施要綱第６条第１項の規定により、下記のとおり申し込みます。 

 

記 

 

事業者情報 

事業者名称  

主たる事務所

の所在地 

 

主な業務内容 
 

担当者情報 

役職・氏名  

ＴＥＬ  

ＦＡＸ  

Ｅ-mail  

備 考 
 

  



様式第２号（第６条関係） 

 

富士見市要援護者見守り事業協定事業者登録承認・不承認決定通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

         様 

 

富士見市長         印 

 

    年  月  日付けで申込みのありました富士見市要援護者見守り事業

の協定事業者としての登録については、下記のとおり決定したので、富士見市要援

護者見守り事業実施要綱第６条第２項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 承 認 

(1) 協定について 

 

 

(2) その他 

 

 

 

２ 不承認 

（理由） 

 


